
１４．特許権の侵害訴訟
質問１：侵害訴訟の事前打合せの相談料

1）5千
未満

2）5千
～1万

3）1万
～2万

4）2万
～3万

5）3万
～4万

6）4万
～5万

7）5万
～6万

8）6万
～8万

9）8万
～10万

10）10
万～12

11）12
万～14

12）14
万～16

13）16
万～18

14）18
万～20

15）20
万～25

16）25
万～30

17）30
万～35

18）35
万以上 未回答 無効 合計

46 35 82 111 24 4 6 2 0 4 0 0 0 0 2 1 2 2 131 321

14.3% 10.9% 25.5% 34.6% 7.5% 1.2% 1.9% 0.6% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.3% 0.6% 0.6% 40.8% 100.0%

（解説）　侵害訴訟で訴えられた場合、または侵害訴訟を訴える場合に、弁理士に具体的に相談するときの一時間当たりの相談料です。予め資料を整えて
おくなどして効率的な相談を行うことが、費用の節減、時間の節約になります。

質問２：補佐人として侵害訴訟に関与して準備書面案を起案した場合のその準備書面案の起案手数料

1）5千
未満

2）5千
～1万

3）1万
～2万

4）2万
～3万

5）3万
～4万

6）4万
～5万

7）5万
～6万

8）6万
～8万

9）8万
～10万

10）10
万～12

11）12
万～14

12）14
万～16

13）16
万～18

14）18
万～20

15）20
万～25

16）25
万～30

17）30
万～35

18）35
万以上 未回答 無効 合計

18 25 73 101 23 7 11 3 5 11 0 5 1 0 6 1 3 10 149 303

5.9% 8.3% 24.1% 33.3% 7.6% 2.3% 3.6% 1.0% 1.7% 3.6% 0.0% 1.7% 0.3% 0.0% 2.0% 0.3% 1.0% 3.3% 49.2% 100.0%

（解説）　弁護士が訴訟代理人、弁理士が補佐人となって訴訟を進める場合において、弁理士が裁判所に提出する準備書面を起案するときの手数料です。
訴訟代理人が準備書面案を起案するのが一般的ですが、専門技術の分野では弁理士が準備書面を起案することもあります。
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質問３：訴訟代理人（付記弁理士）として侵害訴訟に関与して実質的な準備書面を起案した場合のその準備書面作成手数料

1）5千
未満

2）5千
～1万

3）1万
～2万

4）2万
～3万

5）3万
～4万

6）4万
～5万

7）5万
～6万

8）6万
～8万

9）8万
～10万

10）10
万～12

11）12
万～14

12）14
万～16

13）16
万～18

14）18
万～20

15）20
万～25

16）25
万～30

17）30
万～35

18）35
万以上 未回答 無効 合計

13 18 58 84 29 7 10 3 4 3 1 6 3 0 4 1 5 8 195 257

5.1% 7.0% 22.6% 32.7% 11.3% 2.7% 3.9% 1.2% 1.6% 1.2% 0.4% 2.3% 1.2% 0.0% 1.6% 0.4% 1.9% 3.1% 75.9% 100.0%

（解説）弁理士が訴訟代理人として侵害訴訟に関与して準備書面を起案するときの手数料です。
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質問４：侵害訴訟の出廷料

（ａ）補佐人として一律に以下の金額
1）5千
未満

2）5千
～1万

3）1万
～2万

4）2万
～3万

5）3万
～4万

6）4万
～5万

7）5万
～6万

8）6万
～8万

9）8万
～10万

10）10
万～12

11）12
万～14

12）14
万～16

13）16
万～18

14）18
万～20

15）20
万～25

16）25
万～30

17）30
万～35

18）35
万以上

18 6 31 45 21 16 39 16 40 22 1 4 0 2 3 2 5 5
4.0% 1.3% 6.9% 10.0% 4.7% 3.6% 8.7% 3.6% 8.9% 4.9% 0.2% 0.9% 0.0% 0.4% 0.7% 0.4% 1.1% 1.1%

（ｂ）訴訟代理人として一律に以下の金額
1）5千
未満

2）5千
～1万

3）1万
～2万

4）2万
～3万

5）3万
～4万

6）4万
～5万

7）5万
～6万

8）6万
～8万

9）8万
～10万

10）10
万～12

11）12
万～14

12）14
万～16

13）16
万～18

14）18
万～20

15）20
万～25

16）25
万～30

17）30
万～35

18）35
万以上

8 4 16 26 8 11 23 13 24 18 3 4 0 2 4 1 3 6
1.8% 0.9% 3.6% 5.8% 1.8% 2.4% 5.1% 2.9% 5.3% 4.0% 0.7% 0.9% 0.0% 0.4% 0.9% 0.2% 0.7% 1.3%

（解説）侵害訴訟の出廷には準備手続のため裁判所に出向くことも含まれます。１つの侵害訴訟においては複数回出廷するのが一般的であり、出廷ごとに出廷料が必要に
なります。

未回答 無効 合計
148 450

32.9% 100.0%
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